
●　　　　　　　　　　●

D．簡素で効率
的な政府

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ホ．その他の制度改革
（4）産業発掘戦略
（技術革新が招く21世紀の

新たな需要）
総務省、関係府省は、情報
開示の推進等を含め電子政
府・電子自治体を推進し、
原則すべての国民との間の
手続きの電子化を平成15
年度中に実施する。また、
関係府省は、ITS、GI
Sの本格的普及、医療や防
災等の公共分野におけるI
T化加速、電子商取引等を
推進するとともに、電子入
札を積極的に進める。

防衛庁 以下の施策について15年
度予算を計上。（予算額
4，774，868千円）
（り平成12年度に運用を開
始した防衛庁中央OAネッ
トワーク・システムを換装
し、利便性の向上、保全機
能の強化を図る。
②15年度から電子政府を
スタートさせるために必要
な防衛庁認証局における申
請・届出等手続用プログラ
ムの整備を行う。
③装備品等のライフサイク
ルにわたり、官民間の各種
調達手続業務（含む電子入
札・開札）を電子化（防衛
庁CALS／EC）する。
④防衛施設庁での建設工事
の入札に電子入札を導入す
る。

これまでの取り組みの結果、防衛庁における行政の情報化に
ついては、国民サービスの質的向上（行政情報の提供、申請・
届出等手続の電子化、民間部門との電子データ交換の推
進）、業務の効率化・高度化（個別業務のシステム化、文書管
理・流通のシステム化、CALS／ECの推進等）、情報通信基盤
の整備（防衛庁内ネットワーク基盤の整備、情報システムの高
度化・効率化等）の3つの分野において、相当進捗したところ
であるが、個々の施策については今後とも充実させて行くこと
が必要である。

平成15年度以降についても、
行政分野における情報通信技
術の活用とこれに併せた既存
の制度・慣行の見直しを継続
することによって、国民の利便
性の向上を図るとともに、行政
違宮の簡素化・効率化及び透
明性の向上に取り組んで行く
ことが必要である。

政策目標D・防衛庁・基本方針2002（経済活性化戦略） Pagel



D．簡素で効率
的な政府

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ホ．その他の制度改革
民間委託（アウトソーシン
グ）やP F t等の活用
従来公的部門が直接行って
きた事務事業で民間委託や
PFl等を積極的に活用す
る。各府省は一定範囲の事
務事業について、民間委託
やPFl等の活用の適否を
検討し結果を公表する。こ
うした方式を、当面試験的
に導入する。
（骨太の方針2002）

防衛庁 平成14年度において、今後
整備を予定する防衛施設のう
ちPFI事業化の可能性が比較
的高いと考えられる3施設（陸
自補給処倉庫、海自史料館、
空自厚生施設）を対象に、PFI
導入可能性調査を実施。ま
た、老朽化のため建替え予定
の公務員宿舎1カ所（立川宿
舎）について、PFI方式による
整備事業の実施のため必要な
アドバイザリー業務を実施。

個別の防衛施設を対象とし
たPFl導入可能性調査の実施
により、それぞれの施設特性
を踏まえた上でのVFM（Vahe
ForMoney）の推計及び課題
等が整理されたことを受け、具
体的なPF噂；業化の推進を
図っているところ。当該調査結
果の要旨についてはホーム
ページ上で公表。立川宿舎に
ついては、実施方針の公表
等、事業化に向けた手続きを
引き続き実施していくこととし
ている。

防衛庁としては、 今後ともPFIについて、民間のノウハウや
技術的能力の活用によりコスト削減やサービス向上などのメ
リットが期待されることから、防衛施設の整備等におけるPFI
の活用について積極的に検討を行い、具体的な事業化に取り
組んでいくこととしている。　平成15年度においては、海自
史料館の事業化に向けたアドバイザリー業務を行うとともに、
今後整備予定の防衛施設を対象にPFI導入可能性調査を実
施する予定である。また、立川宿舎については、アドバイザ
リー業務を経て平成15年度中に事業化に着手する予定であ
る。

政策目標D・防衛庁・基本方針2002（制度・政策改革集中審議） Pagel



●　　　　　　　　　　　●

D ．簡 素 で効率

的 な 政府

関係

府 省 等
対応 状 況 主 な成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ．税 制 改 革

○今後の経済社会の構造変化

財務省・総
務省・税制
調査会

・税制改革については、昨年6月 ①第156回国会において平成15
等に対応した望ましい税制の に政府税制調査会においてrある 年度税制改正法案の年度内成立
構築に向けて、政府税制調査 べき税制の構築に向けた基本方 を図る。法案の成立・施行にあ
会において、今後とも引き続 針」が取りまとめられるとともに、 たっては、新しい制度が国民に利
き、所得、消費、資産等の適 税制改革の基本を含むr基本方針 用されるよう政府広報等の手段に
切な課税ペースの選択、でき 2．002」が閣繕決定された。さら より情報提供を行う。
るだけ広い課税ペースの確保 に、それらも踏まえ、平成15年度 ②・③「基本方針2002」や「ある
等、幅広い観点から検討を行 税制改正で広範にわたる各税に べき税制の構築に向けた基本方
う。とりわけ貯蓄・清費行
動、投資・起業行動、労働供
給・就業形態に対する誘因を
十分に考慮して、個人、企業
の経済行動に対して中立的な
税制の構築に取り組む。

わたる改正を行うこととしている。 針」を踏まえ、更なる検討を行う。

口．歳 出 改革

○行政手続のオンライン化 総務省 r行政手続等における情報通信の 本法律の施行により、行政
に伴う関係法律の整備のた 関係府省 技術の利用に関する法律案」及び 手続のオンライン化が促進
め、法案を提出する。 「行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法
律案」を国会に提出し、平成14年
12月6日に成立、15年2月3日施
行。

され、行政手続における国
民の利便性の向上や行政運
営の簡素化 ・効率化に寄
与。

政策目標D・総務省・基本方針（改革工程表） Pagel



O 「地方行政N P M 研究
会」を発足させ、民間企業
の経営理念 ・経営手法など
の公的部門への導入につい
て検討 （地方）。

総務省 ・平成 1 4 年 6 月に ．r地方公共団
体における新しい行政手法の導入
に関する研究会での議論と調査結
果について」をとりまとめ、地方
公共団体に配布。

・平成 1 4 年度地方行政N P M 研
究会において、報告書をとりまと
める予定。

・「l T 社会に対応した地方公共・
団体の業務プロセスの改革に関す
る調査研究会」を開催し、平成 1
4 年度中に報告書をとりまとめる
予定。

○公共部門に企業経営的な 総務省、財 平成15年度定員審査過程におい 定員審査過程において、政
手法を導入し、より効率的 務省、関係 て、政策評価の活用、増員効果の 策評価の活用、増員効果の
で質の高い行政サービスを
提供するため、政策評価、
公会計、予算 ・定員管理へ
の対応などについて、計画
的な実施に向けて具体的施
策を明確にしていく。

府省 検証等に努めた。 検証等に努める。

L・J

ハ ． 規 制 改 革

○指導要綱の実態把握の調 総務省 実態把握の調査結果を公表すると 必要に応じて要語の趣旨を

査結果の公表 ・地方公共団
体への要請

国土交通省 ともに地方公共団体へ通知により
要語。

地方公共団体に周知。

政策目標D・総務省・基本方針（改革工程表） Page2
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ホ ． その 他 の制

度 改 革

公的個人認証サービス制度
に関する法案の提出

総務省 第1 5 5回国会において、審議。 平成1 4年 1 2 月6 日に成
立。1 3 日に公布。

全国実用試験等を経て、
サービス実施の準備が整い
次第、法を施行する必要が
ある。

①②③
必要な政省令整備を行う。

公的個人認証サービスの全 総務省 「電子署名に係る地方公共団体の 公的個人認証サービス都道 実験環境の整備 （システム （胸
国実用試験 認証業務に関する法律」の成立 府県協議会において、全国 の構築、モニターの募集、 総務省に平成 1 5年2 月に

（平成 1 4年 1 2 月）を受けて、 実用試験の運用、管理体制 サービス主体である都道府 設置した技術基準検討会に
全国実用試験等を実施する公的個 を準備中。 県及び市町村の体制整備 おいて、技術的基準、プラ
人認証サービス都道府県協議会が 等）。 イパシーポリシー、セキュ
設立 （平成 1 5年2 月）。 各種主体の連携による全国 リティポリシー等を作成
総務省に技術基準検討会を平成 1 実験の実施 ・検証。 し、地方公共団体に提示。
5年2 月に設置。 課題の抽出・検討。

等
以上の各取組の結果を踏ま
え、公的個人認証サービス
の早期開始を目指す。

○各自治体において汎用的
に利用できるシステムを構

総務省 平成14年3月27日に r地方公共団
体における申請 ・届出等手続に関

H 1 5 は、H 1 4 ．3．2
9 に策定した汎用受付シス

築するため、先導的な取組 する汎用受付システム仕様書」を テムの基本仕様の高度化を
みを行う自治体を支援す
る。

公表。 図るための実証実験をH 1
4 に引き続いて行う。

○行政手続のオンライン化 総務省 「行政手続等における情報通信の 本法律の施行により、行政
に伴う関係法律の整備のた 関係府省 技術の利用に関する法律案」及び 手続のオンライン化が促進
め、法案を提出する。 r行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法
律案」を国会に提出し、平成14年
12月6日に成立、15年2月3日施
行。

され、行政手続における国
民の利便性の向上や行政運
営の簡素化 ・効率化に寄
与。

政策目標D・総務省・基本方針（改革工程表） Page3



O 「申請 ・届出等行政手続 各府省 ・平成13年度に一部の手続を前側 行政手続のオンライン化を ．各府省アクション・プラン
のオンライン化の一部前側 L でオンライン化したのに引き続 契機として、手続の簡素 ・ に沿って、原則全ての行政
L を図る」／ き、14年7月に、 「e－Japan重点計 合理化に係る見直しを行う 手続 （約5万2千件）につい
O r申請 ・届出等行政手続 画一2002」に基づき、各府省にお とともに、行政手続のオン て、平成15年度までにオン
のオンライン化の一層の前 いて、手続のオンライン化に閑わ ライン利用の促進に取り組 ライン化を実施するととも
倒しを図る」 るアクション・プランの見直しを

実施し、さらにオンライン化の実
施時期の前倒しを図った。また、
オンライン化の基盤となるシステ
ム （府省認証システム、汎用受付
等システム）を整備した。

・各府省アクション・プランの見
直しにより、従来14年度までに約
3，900件のオンライン化を行う計
画としていたものを約7，300件の
手続のオンライン化を行う計画と
した。

む必要がある。 に、オンライン利用の促進
に取り組む。

○地方選挙における電子投 総務省 ・電子投票の円滑な導入を支援す ・平成 1 4 年 6 月　 岡山県 ・電子投票の不在者投票へ ① 第1 5 6 回国会会期末ま
で

・国庫補助金による財政的
支援 （H 1 5 年度予算
（案）2 ． 5 億円）

票の試行実施を促進する。 るための国庫補助金 （補助率1 ／ 新見市において全国初の電 の導入
2 ）を確保
（平成 1 4 年度予算額　 3 ． 9 億
円）

子投票の実施

・平成 1 5 年 2 月　 広島市

・導入コストの引き下げ

・今後電子投票を実施しようとす （安芸区）において2 例日 ・岡山県議選 （新見市）に
る地方公共団体の参考に資するた （指定都市としては初）の おいて電子投票を実施 （H
めに、岡山県新見市ヒおける電子 電子投票の実施 1 5 ． 4 ． 1 3 予定）。県
投票の実施報告書を作成 ・配付 ※2 例とも大きな トラブル レベルの選挙としては全国

初（平成 1 5 年 1 月） もなく円滑な管理執行によ
・実施団体 （新見市、広島市）に
対する助言及び現地調査等

・「電子投票法 （地方公共団体の

リ成功

・H 1 4 ． 9 ．3 0 現在の

・宮城県白石市議選におい
て電子投票を実施 （H 1
5 ． 4 ． 2 7 予定）

議会の議員及び長の選挙に係る電 調査によると、電子投票の ② 平成 1 5 年末まで
磁的記録式投票権を用いて行う投 導入を検討中の市町村は約 ・福島県大玉村議選におい
票方法等の特例に関する法律）」
が、平成14年 2 月 1 日施行。

4 5 0 団体 て電子投票を実施予定 （H
1 5 ． 8 任期満了）
③それ以降

・各団体の実施事例の分析
及び分析結果の地方公共団
体への提供

政策目標D・総務省・基本方針（改革工程表） Page4



・8月30日からr郵政事業の 総務省 ・r郵政事業の公社化に関する研 ・郵政事業の公社化は、全 ・民間事業者の信書便事業 ・平成1 5 年 2 月下旬から
公社化に関する研究会」を 究会」において、専門的な検討を 国的なサービスを提供する への円滑な参入。 3 月上旬にかけて全国1 1
開催している。 行うためのr郵便民間参入政策 郵政事業の意義を確保しつ か所において、事業者説明
・r郵政公社」の設立に係る ワーキンググループj及びr財務会 つ、企業会計原則の導入な 会を開臆したところ。
所要の法律案を平成14年の 計制度ワーキンググループ」を開 ど公社の経営に民間的手法
通常国会に提出する。 催し、13年12月に中間報告を、14

年8月に最終報告をとりまとめ
た。

・郵政公社の設立に係る 「日本郵
政公社法j r日本郵政公社法施行
法j r民間事業者による信書の送達
に関する法律J及びr民間事業者に
よる信書の送達に関する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律Jが、通常国会において成
立 （14年7月24日）し、15年4月 1
日から施行される。

を導入するとともに、郵便
事業への全面的な民間参入
を実現するものである。こ
れにより、郵政事業につい
ては従来より質の高いサー
ビスの提供が期待され、ま
た、郵便事業への民間参入
により民間事業者の事業機
会の創出等の効果が期待さ
れる。

国の行政組織の減量 ・効率 総務省、関 15年度機構 ・定員等審査におい 今後とも、・行政の減量・効率
化等を実現しつつ、国家公 係府省 て、内閣府食品安全委員会、農林 化に積極的に取り組みつつ
務員の定員について、メリ 水産省消費 ・安全局などの機構の 10年で少なくとも10％の計
バリの利いた定員配置とす 新設を既存組織の合理的再編成に 画的削減、独立行政法人化
るとともに、10年25％純減 より措置するとともに、定員につ 等を推進し、10年25％を目
を目指した政府全体として いて政府としての重要施策に対応 指した政府全体のスリム化
のスリム化を推進する。 したメリハリのある増員措置を講

ずる一方で、行政の減量・効率化

への積極的な取組等により、非現
業において 1 ，8 7 9 人の純減を
計上。

を図るとともに、行政需要
に対応したメリハリのある
定員配置に努力。

（郵政事業） 内閣官房 ・平成14年9月、 「郵政三事業の ・報告書において、民営化 ①②③
・公社化後の在り方について 総務省 在り方について考える懇談会」が を実施するとした場合の典 ・憩談会報告書を踏まえ、国民
は、上記「郵政三事業の在り
方について考える懇談会」で
1年程度かけ民営化問翠を
含めた具体的な検討を行う。

報告書を取りまとめ、公表した。 型的類型、民営化するとし
た場合に留意すべき事項
等、公社化後の在り方につ
いて考えるに当たっての
様々な論点が示された。

的議論を進める。

政策目標D・総務省・基本方針（改革工程表） Page5
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D ．簡素で効率

的な政府

関係

府省等

対応状況 主な成果 課題 これからの取 り組み

口． 歳 出 改 革

（4 ）産業発掘力戦略 総務省 （共同アウトソーシング）
全国の都道府県において、 ・ 業務用アプリケーションの運

②③

・平成1 5 年度中に7程度の都道府県、総務省、関係府省は、情 平成 1 5 年度予算要求において、2 8 ．0 億円を計上。

報開示の推進等を含め電 これを受け、全国4 5 団体が検討。 市町村との間に共同化に関 用 ・保守等を行う I D C （イン 平成1 6年度までにすべての地方公共団

子政府 ・電子自治体を推 する協議が開始され．るとと ターネット・データ ・センター） 体における運用開始を予定。

進 し、原則全ての国民と

の間の手続きの電子化を
平成 1 5 年度中に実施す

もに、恒久的な協議会等の

枠組みを殻定した都道府県
が3 4 ある。

の確保。

・汎用性、拡張性及び安定性を有

・地方公共団体に方針を明示し、必要な
研修等を予定。

る。また、関係府省は、 将来的な効果として、

・運用コストの約 7 割削減
（5 0 市町村、人口1 5 0

するアプリケーションの開発。 ・各都道府県間において適切な役割分担

I T S 、G I S の本格的

普及、医療や防災等の公

共分野における I T 加

速、電子商取引等を推進

するとともに、電子入札

を積極的に進める。

・ 住民のニーズの高いプリケー
により早期整備を図る。また、各団体が
開発したアプリケーションプログラムを

万人の場合を想定）

・データセンターの運営等
を行う地元 I T 企業を中心

に、通信サービスの提供、
ネットワークの保守 ・運

用　 メンテナンス　 物流

ションソフトの適切な開発。

・ アウトソーシングに際して、
受託事業者における情報セキュリ

ティ、個人情報保護の確保。

掲示し、互いに共用する仕組みの開発を
行う。

・委託先とのS L A （サービス・レベ
ル・アグリーメント）に関する検討を行
う。

　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
サ－ビス等、さらには職員

の教育 ・訓練等について地
元で相当の需要効果の創出
が期待される。

・ 行政評価 ・費用対効果の検証
・チェックリスト等を提示し、必要な監
査体制の整備を図る。

（5）地域力戦略 総務省 （共同アウトソーシング） 全国の都道府県において、 ・業務用アプリケーションの運 ②（診

総務省は、平成14年度から 平成 1 5 年度予算要求において、2 8 ．0 億円を計 市町村との間に共同化に関 用 ・保守等を行う I D C （イン ・平成 1 5 年度中に 7 程度の都道

地方自治体のITを活用した 上。これを受け、全国4 5 団体が検討。 する協議が開始されるとと ターネット・データ ・センター） 府県、平成 1 6 年度までにすべて

業務の共同化やアウトソー もに、恒久的な協議会等の の確保。 の地方公共団体における運用開始
シングの推進により、地元開 枠組みを設定 した都道府県 ・汎用性、拡張性及び安定性を有 を予定。
達産業の活性化を図るととも が 3 4 ある。 するアプリケーションの開発。 ・地方公共団体に方針を明示し、
に、安全な地域づくりのた 将来的な効果として、 ・住民のニーズの高いプリケー 必要な研修等を予定。
め、情報システム、人材育成
等の消防防災基盤整備を推

・運用コス トの約 7 割削減 ションソフトの適切な開発。 ・各都道府県間において適切な役

（5 0 市町村、人口1 5 0 ・アウトソーシングに際して、受 割分担により早期整備を図る。ま
進する。 万人の場合を想定） 託事業者における情報セキュリ た、各団体が開発 したアプリケー

・データセンターの運営等 ティ、個人情報保護の確保。 シヨンプログラムを掲示し、互い

を行う地元 I T 企業を中心

に、通信サービスの提供、

ネ ットワークの保守 ・運

用、メンテナンス、物流

サービス等、さらには職員

の教育 ・訓練等について地
元で相当の需要効果の創出

が期待される。

・行政評価 ・費用対効果の検証 に共用する仕組みの開発を行う。

・委託先との S L A （サービス ・
レベル ・アグリーメント）に関す

る検討を行う。

・チェックリス ト等を提示 し、必
要な監査体制の整備を図る。
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（41産業発掘力戦略 総務軍 ・地方行革及び行政評価の取組状況についてホーム ①、②、③
総務省及び関係省庁は、 ページにより外部委託を含めて情報提供を実施 ・外部委託の実施状況も含め地方
国・地方の行政サービス
のアウトソーシングの実

・都道府県、政令指定都市における外部委託に係る状
況調査を実施し、整理中。

宗吾讐 呈監 罪悪豊 富監 君

施について、行政の効率
化・簡素化等の観点か
ら、これを計画的かつ積
極的に推進することと
し、これにより民業拡大
を進める。

・市区町村における外部委託に係る状況調査の実施予
定

促進
（り

・地方公共団体の外部委託を阻害
する善因分析を行うとともに、優
良事例の周知等を実施する予定。

・ 民間事業者による r公の施設」の管理や、コンビ
ニエンスストア等の私人による地方税の収納事務の容
認に向けた規定整備について、具体的立案作業に着
手。

①地方自治法改正案を国会に提出

ハ．規制改革

総務省、関係府省は、情 総務省、 ●行政情報への一元的提供を可能とする、政府ポータルサイト ●電子政府の総合窓口シス ●国民の利便性・サービスの向上 ●CIO連絡会事酎こおいて、平成15年3
報開示の推進等を含め電 関係府省 r電子政府の総合窓口」を運用開始。（平成13年4月） テムの充実により、行政情 ・行政ポータルサイトの整備・充 月を目途に電子政府構築のための新
子政府・電子自治体を推 ●行政手続のオンライン化について、各府省において、アク

ション・プランを策定し、原則全ての手続を平成15年度までに
オンライン化すべく、計画的に推進中。
行政手続オンライン化法施行（平成15年2月）。全府省で受付

システム、認証システムのオンライン化に必要な制度面・シス

報へのアタセスが容易と 実 たな方針を策定し、6月までに電子
進し、原則全ての国民と なった。 ・オンライン化の実施と利用向上 政府構築計画をとりまとめ、利便
の間の手続きの電子化を ●行政手続のオンライン化 ・ワンストップサ細ビスの拡充 性・サービスの向上、業務改革に取
平成1 5年度中に実施す に必要な法制面及びシステ ●IT化に対応した業務改革 り組む。

る。 テム面の整備を実施、平成15年度中に完了予定。 ム面での整備が進展。 ・内部管理業務等の業務・システ ●アクション・プランに沿って、原
●政府全体としての情報化推進体制をより強固なものとし、行 ムの効率化・合理化 則全ての行政手続 （約5万2千件）に
政の情報化等を一層推進するとともに業務改革を実現するた ・政府全体の業務・システムの効 ついて、平成15年度までにオンライ
め、平成13年9月にけ戦略本部の下にr各府省情報化統括責任者
（CIO）連絡会議」を設置。

率化・合理化 ン化を実施。

情報システムに係る政府調総務省 「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」 措置後、各省において加算 知的財産権の取扱、損害賠償の上 ②適切な契約の在り方等について
達制度の見直し（ソフト 経済産業省 （14年3月29日、14年4月22日改定情報システムに係る政 方式の導入、低入札価格陶 限設定など適切な契約の在り方に は、引き続き情報システムに係る政
ウエア開発プロセス改善・財務省 府調達府省連絡会議了承）において、総合評価落札方式 査制度の活用、情報の公表 ついては、実現に向け、詳細に検 府調達府省連絡会議において検討を
評価指標の導入等）を図 関係府省 における加算方式の導入、低入札価格調査制度の活用の が着実に進んでいるとこ 討を引き続き行う必要がある。 進める。
る。 促進、入札結果等に係る情報の公表などの措置を、各府

省において講ずることとした。また、外部人材の積極的
活用など、調達側の体制強化やソフトウェア開発プロセ
ス改善・評価指標の導入については、15年3月に情報シス
テムに係る政府調達府省連絡会議を開催し、措置内容に
ついて決定。

ろ。
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ホ ・そ の他 の 制 度改 革

（3）経営力戦略 総務省 ・昨年9 月に開催した公営企業管理者会議において、 ・調査結果等を踏まえた、継続的 （時期） ③それ以降
関係府省は、上下水道業 経営活性化戦略に掲げられた 「上下水道の民間委託、 な周知の実施。 ・継続的な周知の実施。
務の民間委託、公営ガス
の民営化を推進する。

公営ガスの民営化の推進」という方針を説明するとも
に、各地方公営企業において組織形態のあり方を含め
た経営の抜本的見直しを行うよう要請。

・公営ガス事業について、 「公営ガス事業の民営化手
法研究会報告書」に基づき、随時民営化に関する情報
提供を実施。

・水道事業における新たな経営手法に関する調査研究
会を開催し、民間委託も含めた民間的経営手法の導入
事例の把握や導入促進方策の検討等を実施。

・各地方公営企業における民間委託の状況について調
査を行い、民間委託の状況を把握。

・本年 1月に開催した公営企業管理者会議において情
報提供。

・継続的な調査の実施。

（4）産業発掘戦略／技
術革新が拓く2 1 世紀の

総務省 ・特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研
究開発の推進に関する法律 （平成 1 0 年法律第5 3

平成14年12月、本研究開発
の成果である地方税電子申

納税者の利便性を一層高めるた
め、電子納付の実現、納税証明書

①システム法による研究開発成果
取りまとめ （1 4 年度末）

新たな需要 号） （以下 「システム法」）のもとで、電子政府 ・電 告モデルシステムの技術仕 の発行の電子化など、関連システ ②システム法による研究開発とし
総務省、関係府省は、情 子自治体の推進に寄与すべく、総務省内の情報通信部 様を冊子及びCD－ROMにより ムの開発が必要。 て開運システムに係る研究開発着
報開示の推進等を含め電
子政府 ・電子自治体を推
進し、原則全ての国民と
の間の手続の電子化を平
成 1 5 年度中に実施す
る。

局と地方自治関係部局が連携し地方公共団体行政事務
電子化に資する電気通信システム等に係る研究開発を
通信 ・放送機構において実施。そのうち、地方税電子
申告モデルシステムに係る研究開発については、神奈
川県域及び岡山県域でのフィールド実証実験を実施
し、モデルシステムの技術仕様を取りまとめ全国都道
府県に対して情報提供。
平成 1 5 年度予算施策名 ：申請手続電子化に資する電
気通信システムの共同開発

・政府予算案 ：3 ． 5億円
平成 1 4 年 1 2 月に全国都道府県に対して地方税電子
申告モデルシステムの技術仕様を提示。

都道府県へ提示済。 手 （1 5 年6 月頃）

（4）産業発掘戦略 総務省、 ●行政情報への一元的提供を可能とする、政府ポータルサイト ●電子政府の総合窓口シス ●国民の利便性 ・サービスの向上 ●CtO連絡会諌において、平成15年3
総務省、関係府省は、情 関係府省 r電子政府の総合窓口」を運用開始。 （平成13年4月）

‘‾　　　　　 、‾　、　 ‾　 l　　 府′　‾お l
テムの充実により、行政惜 ・行政ポータルサイトの整備 ・充 月を目途に電子政府構築のための新

報開示の推進等を含め電
子政府 ・電子自治体を推
進し、原則全ての国民と
の間の手続の電子化を平
成 1 5 年度中に実施す
る。また、関係府省は、
l T S 、G I S の本格的
普及、医療や防災等の公
共分野における I T 加
速、電子商取引等を推進
するとともに、電子入札
を積極的に進める。

●IT政手続のオ／フイ／化につもて、各・省に　して、アク
ション・プランを策定し、原則全ての手続を平成15年度までに
オンライン化すべく、計画的に推進中。
行政手続オンライン化法施行 （平成15年2月）。全府省で受付

システム、認証システムのオンライン化に必要な制度面・シス
テム面の整備を実施、平成15年度中に完了予定。
●政府全体としての情報化推進体制をより強固なものとし、行
政の情報化等を一層推進するとともに業務改革を実現するた

報へのアクセスが容易と
なった。

実

・オンライン化の実施と利用向上

たな方針を策定し、6月までに電子
政府構築計画をとりまとめ、利便

●行政手続のオンライン化 ・ワンストップサービスの拡充 性 ・サービスの向上、業務改革に取
に必要な法制面及びシステ ●lT化に対応した業務改革 リ組む。
ム面での整備が進展。 ・内部管理業務等の業務 ・システ

ムの効率化 ・合理化

・政府全体の業務 ・システムの効

●アクション・プランに沿って、原
則全ての行政手続 （約5万2チ件）に
ついて、平成15年度までにオンライ

め、平成13年9月に汀戦略本部の下に r各府省情報化統括責任者
（C10）！連絡会乳 を設置。

率化・合理化 ン化を実施。
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（共同アウトソーシング）

平成 1 5年度予算要求において、2 8．0億円を計上。 全国の都道府県において、 ・ 業務用アプリケーションの運

②③

・平成1 5年度中に7程度の都道府県、
これを受け、全国4 5団体が検討。 市町村との間に共同化に関 用・保守等を行う I D C （イン 平成1 6年度までにすべての地方公共団

する協最が開始されるとと クーネット・データ・センター） 体における運用開始を予定。

もに、恒久的な協議会等の

枠組みを毅定した都道府県
が3 4 ある。

の確保。

・汎用性、拡張性及び安定性を有

ト地方公共団体に方針を明示し、必要な
研修等を予定．

将来的‾な効果として、 するアプリケーションの開発。 ・各都道府県向において適切な役割分担
・運用コストの約 7割削減

（5 0 市町村、人口1 5 0 ・ 住民のニーズの高いプリケー
により早期整備を図る。また、各団体が
開発したアプリケーションプログラムを

万人の場合を想定）

・データセンターの運営等
を行う地元 l T企業を中心

に、通信サービスの提供、
ネットワークの保守 ・運

用、メンテナンス、物流

サービス等、さらには職員

の教育 ・訓練等について地
元で相当の需要効果の創出

が期待される。

ショ‘ンソフトの適切な開発．

1　アウトソーシングに際して、
受託事業者における情報セキュリ

ティ、個人情報保護の確保。

・ 行政評価 ・費用対効果の検証

掲示し、互いに共用する仕組みの開発を
行う。

・委託先とのS L A （サービス・レベ
ル・アグリーメント）に関する検討を行
う．

・チェックリスト等を提示し、必要な監
査体制の整備を図る。

◎地方公共団体における行政情報の交換に重要な基盤で ◎平成13年10月に、全都道 ◎総合行政ネットワークの全市区◎総合行政ネットワークの全市区
ある総合行政ネットワークの接続を要請。 府県、政令指定都市の接続 町村までの接続． 町村までの接続要請及び支援。
◎地方公共団体の組織認証基盤の全市区町村までの整備 が完了。 ◎組織認証基盤の全市区町村まで ◎組織認証基盤の全市区町村まで
を支援。 ・平成15年 2月未現在、419 の整備。 の盤備支援。
◎地方公共団体が行政手続のオンライン化を図る上で必

要な方策の提示等の支援を実施中。
◎地方公共団体の汎用受付システムの基本仕様の策定と

順次高度化。
◎行政情報の共有化等を進める統合型GISの運用及び利活

用に関する指針の策定。

◎平成14年3 月29日付けで汎用受付システムの基本仕様

の策定。
◎平成14年9月17日付けで、 「統合型の地理情報システ

ムに関する運用指針」及び 「統合型の地理情報システム
に関する活用指針」を策定、公表．

市町村が接続済み。

・総合行政ネットワークと
霞が関W刷の接種を平成14年

4 月から開始。
◎各府省において、既存の

アクションプランを見直す
とともに、申請 ・届出等以

外の手続についても対象と
する新たなアクションプラ

ンを2002年 7月に策定。
◎組織認証基盤について

は、平成13年度内に全都道

府県、政令指定都市におい

て整備。

◎汎用受付システム基本仕様の更

なる高度化。
◎統合型の地理情報システムの普

及、導入促進等。

◎汎用受付システムの基本仕様を

基に、高度化を図るた吟の調査研

究事業を実施中。
◎ r統合型G I S ポータルサイ

ト」を活用した統合型の地理情報

システムの普及、導入支援。
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